
固定資産評価審査の流れ 

審査申出人 審査委員会 町 

 

様式１~3 審査申出書   

〈正副２部〉 

 

副本受理 

 

 

様式 12 反論書 

 

 

 

 

   

 

 

   口頭意見陳述 

 

 

     

 

 

 

   

正本受理 

 

副本を町に送付       

 

 

副本を審査申出人に送付 

 

 

副本を町に送付 

 

書面審理 

反論書、弁明書、職権で取集した資料

を基に審理 

＊委員会招集 

 

 

＊審査申出人の希望により実施 

 

 

口頭審理、実地調査 

＊委員会の判断により実施 

 

 

 

様式 17 審査決定書の送付 

 

副本受理 

      

 

   弁明書 

 〈正副２部〉  

 

  反論書〈副〉 受理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

副本受理 

○審査申出を受けた日から３０日以内に審査決定書を送付しなければなりません。（地方税

法第４３３条第１項） 

○審査委員会の決定に不服があるときは、審査決定書を受け取った日の翌日から６か月以

内に、審査決定の取消しの訴えを提起することができます。(地方税法第４３４条第１項) 


